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府立南大阪高等職業技術       
専門校10月入校生募集

募集科目　空調設備科

応募資格　１８歳以上の人　

定員　３０人

授業料　年間１１万８８００円（別途教科書

代など実費）　※その他、入校料など

が必要。

願書受け付け　７月８日～８月６日

までハローワーク河内長野（河内長

教　育
野市昭栄町７の２）〔(５３)３０８１〕で受

け付け　

試験日　９月３日

合格発表　９月８日

入校日　１０月９日

問い合わせ　同専門校（５９４-１１４４和

泉市テクノステージ二丁目３の５）

〔０７２５(５３)３００５〕

※７月１０日、９月１０日＝施設見学

会、７月３０日＝施設見学会と体験実

習を同専門校で実施します（いずれも

午後１時１５分～受け付け、当日直接会

場へ）。

 

大阪法務局の登記相談が予約
制になります

　８月３日から、大阪法務局の登記

相談が予約制になります。予約方法な

ど詳しくはお問い合わせください。

とき　月～金曜日、午前９時～１１時３０

分、午後１時～４時（祝日、年末年始

を除く）

問い合わせ　大阪法務局富田林支局

〔(２３)２４３２〕

相　談

各施設の電話番号は31ページをご覧ください

こころの電話相談　〔(２５)８２６４〕 毎週水曜日　午前１０時～午後３時３０分（ただし、祝日は休み）



 

介護予防サポーター養成講座

　市内で開催される介護予防教室にお

いて、介護予防の知識や運動の実践方

法などを指導する同サポーターを養成

します。

とき　７月２８日～９月１５日の毎週火曜

日、午前１０時～午後３時３０分（８月２５

日～９月１５日は正午まで）と介護予防

教室の見学１回（全９回）

ところ　市消防本部

内容　介護予防に必要な運動や栄養、

口腔機能に関する基礎知識と指導方

法、運動実技の指導方法など

対象者　市内在住で講座修了後、高齢

者の介護予防や健康づくりを支援する

「介護予防サポーターの会（健やかス

マイル）」に入会し、介護予防教室で指

導（月３回以上）できる人

定員　２０人　

参加費　無料

申し込み　７月２１日までに高齢介護

課（内線１９６）へ（申し込み多数の場合

抽選）

※同サポーターの活動についての説明

会を７月１４日、午前１０時～、市役所

２０１会議室で開催しますので、参加を希

望する人は当日、直接会場へお越しく

ださい。

介護職員初任者研修              
受講生募集

とき　７月２５日～１２月１２日

ところ　村田医院文化センター棟室

（青葉丘８の１４）、デイサービスセン

ターさえずり（五軒家一丁目２５の１０）

内容　通学２０回、通信教育（添削）４

回　

※研修終了後、心肺蘇生練習キットを

お渡しします。

定員　２０人（申し込み先着順）

受講料　６万９８００円（教材費含む）　

※高校生以上の学生は４万８８６０円。た

だし、学生証の提示が必要です。

申し込み　７月６日～、ＮＰＯ法人

サンキューネット〔０７２(３６５)２３５２〕

へ

講　座
 

家屋の一斉調査にご協力を

　税の公平性を図るため、既存家屋の

増改築や取り壊しなどの変更の有無を

確認する一斉調査を実施します。調査

員が訪問したときは、ご協力をお願い

します。調査員は、「固定資産評価補助

員証」を携帯しています。

問い合わせ　課税課（内線１１３～１１５）

住宅を耐震・バリアフリー・
省エネ改修すると固定資産税
が減額されます

　住宅を耐震改修、バリアフリー改修、

省エネ改修（熱損失防止改修）し、一

定の要件に適合する場合は、固定資産

税が減額されますので申告してくださ

い。対象となる改修工事の内容や申告

手続き、添付書類など詳しくはお問い

合わせください。

問い合わせ　課税課（内線１１３～１１５）

市税未納の人を対象に           
休日納付相談会を実施します

　仕事などの理由により、市役所に普

段来ることができない人は、この機会

にぜひご相談ください。なお、当日の

混雑を避けるため、相談希望日の２日

前までに電話で申し込んでください。

※当日、納付の受け付けはできません。

とき　７月１２日、１９日、いずれも

午前９時～正午、午後１時～５時　

ところ　市役所地下９０２・９０３会議室

持ち物　納税通知書または催告書、本

人確認書類、印鑑

申し込み　納税課（内線１２１～１２４）へ

税
同行援護従業者養成研修       
受講生募集

　視覚に障がいのある人が移動する際

に必要な援助に関する知識と技術を有

する「同行援護従業者」を養成する研

修を実施します。

①一般課程

とき　８月２９日、３０日、９月１２日

（全３回）

②応用課程

とき　９月１３日、２０日（全２回）

※応用課程は一般課程または府知事が

一般課程に相当するものとして認める

研修の修了者でないと受講できませ

ん。詳しくはお問い合わせください。

ところ　ジョブシティカレッジおも

ちゃ館金剛校（大阪狭山市金剛一丁目

３の５）

定員　①②各３０人（申し込み先着順）

受講料　①②各１万５０００円（いずれも

教材費含む）

申し込み　７月８日～８月１９日

（土・日曜日、祝日を除く、午前９時

～午後５時）までにＮＰＯ法人シー

シータイミング〔０７２(３６６)５５６６〕へ

居宅介護職員（障がい者ホー
ムヘルパー）初任者研修受講
生募集

　介護職員初任者研修課程（訪問介護

員養成研修２級課程）

修了者を対象に、障が

いのある人に介護サー

ビスをする際に必要な

知識や技術を習得することを目的とし

た研修を実施します。

とき　８月５日～１０月２２日

申し込み　障がい福祉課（内線１９４）に

備え付けの受講申込書に必要事項を記

入し、必要書類を添えて、７月１７日

（必着）までに郵送で、５４３-００７２大

阪市天王寺区生玉前町５の３３　府障が

い者社会参加促進センター内（社福）

大阪障害者自立支援協会〔０６(６７７５)

９１１５・０６(６７７５)９１１６〕へ

※定員やカリキュラムなど詳しくは、

府ホームページ〔http://www.pref.osa

ka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/home

helper.html〕をご覧ください。
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介護保険サービス利用時の    
利用者負担割合が見直されます

　６５歳以上（第１号被保険者）で一定

以上の所得がある人は、８月１日利

用分から利用者負担割合が１割から２

割になります。（下図参照）

※ただし、１カ月の利用者負担には、

上限額（高額介護サービス費）が設け

られています。詳しくはお問い合わせ

ください。

■介護保険負担割合証を送付します

　７月中に、要介護・要支援認定を受

けている人に、それぞれの負担割合（１

割または２割）が記載された「介護保

険負担割合証」を送付します。

　８月１日以降に介護保険サービス

をご利用になる場合は、利用している

介護サービス事業所などに介護保険被

保険者証と一緒に提示してください。

問い合わせ　高齢介護課（内線１７９）

介護保険施設に入居（ショート
ステイ含む）する人へ

　介護保険施設（特別養護老人ホーム、

介護老人保健施設、介護療養型医療施

設）への入居・入院、ショートステイ

にかかる食事代、居住費（滞在費）は

保険給付の対象外ですが、所得状況に

よっては補足給付を受けることができ

ます。介護保険施設を利用する予定が

あり、要件に該当する人は高齢介護課

へ申請してください。

※更新対象者には、６月中に申請書を

送付しています。

対象者　住民税非課税世帯に属し、次

の要件を全て満たす人

・本人および配偶者の預貯金などが単

身で１０００万円、夫婦で２０００万円以下で

ある人

・配偶者が住民税非課税の人

介護保険
持ち物　印鑑、預貯金などが確認でき

る預（貯）金通帳の写し（配偶者分も

含む）、今年１月２日以降に転入した人

は世帯全員の２７年度非課税証明書

※適用開始日は申請月の初日からとな

ります。　

問い合わせ　高齢介護課（内線１７９）

27年度介護保険料　　　　
決定通知書を送付します

　２７年度の介護保険料を、２６年中の所

得と世帯の住民税課税状況を基に決定

しましたので、７月中旬までに「介護

保険料決定（更正）通知書兼特別徴収

開始通知書」を送付します。

　なお、介護保険料は３年に１度見直

しされることになっており、これによ

り２７年度から介護保険料額が変わりま

した。

　同通知書には、２７年度の年間保険料

額を記載しています。今回決定した年

間保険料額から、４月に仮決定した保

険料額（普通徴収の人は４～６月分、

特別徴収の人は４・６・８月分）を差

し引いた額を残りの納付月に納めてい

ただきます。

　市から送付する納付書で納付する普

通徴収の人は取扱金融機関、コンビニ

エンスストアまたは市役所で納入期限

内に納めてください。特別徴収の人

は、保険料を年金からの天引きにより

納めていただきます。

■今年10月から特別徴収になる人

　現在、普通徴収の人で今年４月１日

時点、老齢（退職）年金などを受給さ

れている人は、原則１０月から特別徴収

に変わります。７～９月分は、普通徴

収の納付書で納めてください。

○普通徴収対象者（水色の通知書）

老齢（退職）年金、遺族・障がい年金

の受給額が年額１８万円未満の人や、老

齢福祉年金などを受給している人

○特別徴収対象者（緑色の通知書）

老齢（退職）年金、遺族・障がい年金

の受給額が年額１８万円以上の人

■年金額が年額18万円以上でも、一

時的に普通徴収になる人

　次の場合などは年金額が年額１８万円

以上でも、特別徴収が始まるまで一時

的に普通徴収として納付書で納めてい

ただきます。

・年度途中で６５歳になったとき

・他の市町村から転入したとき

・所得段階の区分が変更になったとき

・その他、年金保険者の理由によるとき

■介護保険料の減免制度

　次のいずれかの要件を満たす人は、

申請により、保険料が減免されます。

①天災や火災で著しい被害を受けた人

②主たる生計維持者の予定外の失業な

どにより収入が著しく減少した人

③住民税非課税の人で、生活保護法に

規定する要保護者で生活保護を受けて

いない人

④住民税非課税の人で、預貯金がある

ために生活保護法に規定する要保護者

とならない人のうち、預貯金の世帯合

計額が３５０万円以下の人　

問い合わせ　高齢介護課（内線１７５、１７６）

各施設の電話番号は31ページをご覧ください
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原子爆弾被爆者見舞金の申請を

対象者　原子爆弾被爆者に対する援護

に関する法律に基づき諸手当を受けて

いる人で、今年４月１日以前から引き

続き本市に居住し、住民基本台帳に記

載されている人

申し込み　印鑑、手当の証書（写し可）、

金融機関の通帳（写し可）を持参し、

７月３１日までに地域福祉課（内線

２８３、２８５）へ　

※昨年、見舞金を受け取った人には申

請用紙を送付しましたが、７月６日

までに申請用紙が届かない場合はご連

絡ください。

老人医療（一部負担金相当額等
一部助成）医療証が変わります

　現在、同医療証（黄色）をお持ちの

人は、７月３１日で有効期限が切れま

す。引き続き該当する人には新しい医

療証（水色）を７月末に郵送しますの

で、８月１日からは新しい医療証を

お使いください。なお、次の①～⑥の

いずれかに該当する人で、一度も申請

していない６５歳以上の人は、申請の手

続きをしてください。　

※④～⑥は所得制限があります。

①身体障がい者手帳（１・２級）を持っ

ている人

②療育手帳（Ａ）を持っている人

③身体障がい者手帳（３～６級）と療

育手帳（Ｂ１）の両方を持っている人

④感染症の予防および感染症の患者に

対する医療に関する法律に基づく結核

に係る医療を受けている人

⑤障がい者の日常生活および社会生活

を総合的に支援するための法律に基づ

く精神通院医療の適用を受けている人

⑥特定医療費（指定難病）助成の認定

を受け、対象となる難病を有する人　

※対象となる難病についてはお問い合

わせください。

手続き　健康保険証、印鑑、①～⑥を

証明する手帳などを持って、福祉医療

課または金剛連絡所へ（代理人でも可）

問い合わせ　福祉医療課（内線１６３、１６４）

福　祉
 

保険料の納付が困難な場合は
免除制度のご利用を

　経済的な理由などで、保険料の納付

が困難な場合、申請して承認されると

保険料の「一部」「全額」の納付が免除

または猶予されることがあります。

　また、２６年４月から法律が改正され、

２年１カ月前の分までさかのぼって申

請できるようになりました。

免除の期間　申請月の２年１カ月前～

翌年６月まで

※保険料全額免除または若年者納付猶

予（一部納付を除く）を承認された人

が、申請時に翌年度以降も申請するこ

とをあらかじめ希望された場合、翌年

度以降は改めて申請しなくても継続し

て申請があったものとして自動的に審

査します。　

※離職などにより承認された人は、毎

年申請が必要です。

受給資格　免除、納付猶予をされた期

間は、年金を受けるための受給資格期

間に算入されます

※一部免除の場合は、決定された額を

納付しなければ未納期間となります。

申請に必要なもの　年金手帳、印鑑　

※失業された人は、失業を確認できる

雇用保険受給資格者証や雇用保険被保

険者離職票など、公的機関の証明書な

どが必要です。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔０６

(６７７２)７５３１〕、保険年金課（内線１５３、

１５４）

20歳前障がい基礎年金を受
給している人は所得状況届の
提出を

　同年金を受給している人は所得状況

届を７月３１日までに保険年金課へ提

出してください。

　提出がない場合は年金支払いが止ま

ることがあります。

　なお、今年１月２日以降に転入した

人は２７年度所得証明が必要です。

問い合わせ　保険年金課（内線１５３、

１５４）

国民年金
 

新しい高齢受給者証を送付し
ます

　現在、高齢受給者証をお持ちの人は、

７月３１日で有効期限が切れます。引

き続き該当する人には新しい高齢受給

者証を７月末に郵送しますので、届か

ない場合はお問い合わせください。

問い合わせ　保険年金課（内線１５０、１８８）

27年度国民健康保険料　　
決定通知書を送付します     

　７月中旬に国民健康保険の被保険者

世帯に保険料の決定通知書をお送りし

ます。同通知書では、２６年中の収入を

基に確定した年額保険料から４月にお

知らせした仮決定分を差し引いた額

を、来年３月までの残り月数に等分し

て賦課しています。

※保険料を納付書で納められる場合

は、納付期限内に納めてください。

問い合わせ　保険年金課（内線１５１、１５５）

 

防衛省自衛官募集

●航空学生（各種航空機のパイロット

の養成)＝６年後に幹部に任官　

応募資格　日本国籍を有する高卒（見

込み含む、１８歳以上）～２１歳未満の人

●一般曹候補生（小部隊指揮官の養成）

＝入隊後２年９カ月以降に選考で３曹

に昇任

応募資格　日本国籍を有する１８歳以上

２７歳未満の人　

●自衛官候補生（任期制自衛官として

各種教育訓練や職務を通じた技術を取

得）＝入隊３カ月後に２等陸・海・空

士に任用

応募資格　日本国籍を有する１８歳以上

２７歳未満の人　

受付期間　８月１日～９月８日

※なお、自衛官候補生は男性に限りこ

の期間以外も随時受け付けています。

問い合わせ　自衛隊富田林地域事務所

〔(２４)３７９９〕

国民健康保険

募　集
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